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鶴岡市職員採用試験【令和８年４月１日採用予定】

■■問本所職員課☎35‐1159、荘内病院総務課☎26‐5111

■試験日時・会場・申込み

▲

�初級行政・初級土木・初級建築・初級電気・初級行政（障害者対象）・保育士・技能職・上級行政（社会人経験者）
　・ＵＩＪターン枠（社会人経験者）・消防士
▷１次試験　９月16日○火～29日○月 �に全国の試験会場（テストセンター）でオンライン受験
▷２次試験　�１次試験に合格した方を対象に、10月下旬～11月上旬に実施予定
　　　　　　（消防士以外は市役所本所等、消防士は消防本部で実施）
▷申込み　・�試験案内は市HP「人事・職員採用」に掲載
　　　　　・�申込みは７月１日○火～８月31日○日に市HP「電子申請」で手続き
　　　　　　※電子申請ができない場合はご相談ください。

▲

薬剤師・看護師［助産師］
▷適性検査　9月１日○月～21日○日に全国の試験会場（テストセンター）でオンライン受験
▷面接試験　9月28日○日に荘内病院またはオンラインで実施（申込み後に時間を指定）
▷申込み　・�７月 7日○月～８月22日○金に申込書を同院総務課へ（郵送の場合、22日○金までの消印有効）
　　　　　　市HP「電子申請」からも手続きが可能です
　　　　　・�試験案内は同院HPに掲載

■募集職種・受験資格

募集職種 受験資格（各職種で全ての要件を満たす方）

初級行政

平成16年４月２日～20年４月１日に生まれた方
（４年制大学を卒業した方及び卒業見込みの方を除く）

初級土木

初級建築

初級電気

初級行政
（障害者対象）

平成16年４月２日～20年４月１日に生まれ、障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳）をお持ちの方（４年制大学を卒業した方及び卒業見込みの方を除く）

保育士 昭和61年４月２日以降に生まれ、保育士資格を取得している方または令和 8年３月末までに取得見
込みの方

技能職 昭和61年４月２日～平成20年４月１日に生まれた方

上級行政
（社会人経験者）

昭和40年４月２日～平成２年４月１日に生まれ、民間企業等での職務経験が直近 7年の内 5年以上
ある方

ＵＩＪ
ターン枠
（社会人
経験者）

上級
土木

各職種で①～⑤全ての要件を満たす方
①昭和40年４月２日～平成16年４月１日生まれ
②庄内地域（鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、　
　遊佐町）以外に本社・本庁を置く民間企業・公
　的機関等において設計業務、施工管理等の経
　験がある
③令和７年８月31日時点で、庄内地域（鶴岡
　市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町）以外
　に在住している
④採用後、鶴岡市内に定住する意向がある

⑤技術士、技術士補、土木施工管理技士またはRCCM
（シビルコンサルティングマネージャー）の有資格者

上級
建築 ⑤建築士または建築施工管理技士の有資格者

上級
電気 ⑤電気主任技術者または電気施工管理技士の有資格者

消防士 平成８年４月２日～20年４月１日に生まれ、原則として採用後鶴岡市に居住することができ、普通
自動車運転免許を有する方または令和８年３月末までに取得見込みの方

薬剤師 昭和51年４月２日以降に生まれ、薬剤師免許を取得している方または令和８年４月末までに取得見
込みの方

看護師［助産師］ 昭和41年４月２日以降に生まれ、看護師または助産師免許を取得している方または令和８年４月末までに取得見込みの方

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ

同院HP�

詳細はこちらから

電子申請
サービス市HP
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鶴岡市長選挙･鶴岡市議会議員選挙 立候補予定者説明会
　■■問本所選挙管理委員会事務局☎35‐1766

■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ

■■日市議会議員選挙についての説明会…8月５日○火　

市長選挙についての説明会…8月８日○金　
■■時午後2時　

■■場市役所本所大会議室
■■内��立候補届出の手続き、選挙運動の方法、立候補者
の選挙費用についての説明

戦後80年記念　鶴岡市平和の集い
■■問本所総務課☎35‐1114

■■日８月９日○土午後１時　　■■場中央公民館　
■■内１時…合唱、中学生による発表、学童疎
　　　　開経験者等によるトーク、朗読、
　　　　映像上映など
　　３時…黒井秋夫氏講演会
　　　　「家族が向き合う戦争の傷あと」
■■他パネル展、寄贈品展示（■■時午前9時から）

　本市は、平成23年に「平和都市」を宣言して
います。平和の尊さを再認識し、2度と戦争を起
こさない誓いを新たにしましょう。

文
化
芸
術
推
進
委
員
会　
　
　

委
員
募
集

　

鶴
岡
の
文
化
芸
術
を
推
進
す
る
文
化
芸
術

推
進
基
本
計
画
に
つ
い
て
、
幅
広
い
視
点
か

ら
評
価
・
助
言
等
を
行
う
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

■■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
２
人
以
内
（
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
常
勤
の
公

務
員
を
除
く
）　

①
今
年
８
月
１
日
時
点
で

18
歳
以
上
で
あ
る　

②
市
内
に
在
住
・
在
勤

ま
た
は
在
学
し
て
い
る　

③
年
２
回
程
度
、

平
日
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る　

■■申

７
月
18
日
○金
ま
で
社
会
教
育
課（
櫛
引
庁
舎
）

☎
57
‐
４
８
６
７
へ　

■■他
市
HP

８ハチ
マ
ル
ニ
イ
マ
ル

０
２
０

よ
い
歯
の
長
寿
賞
の
募
集

　

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分
の
歯
を
お
持

ち
の
方
を
募
集
し
、
優
良
者
を
表
彰
し
ま
す
。

■■対
昭
和
20
年
12
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

で
、
自
分
の
歯
が
20
本
以
上
あ
る
方
（
過
去

に
受
賞
し
た
方
を
除
く
）　

■■申
７
月
１
日
○火

～
８
月
16
日
○土
に
鶴
岡
地
区
歯
科
医
師
会
に

加
入
し
て
い
る
歯
科
医
院
へ
（
そ
の
場
で
無

料
歯
科
健
診
を
実
施
）　

■■問
健
康
課
（
に
こ

♥

ふ
る
）
☎
35
‐
０
１
４
９
ま
た
は
市
内
歯

科
医
院
へ

市
政

健
康
・
福
祉

歯
周
疾
患
検
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

■■日
７
月
１
日
○火
～
12
月
31
日
○水
の
開
院
日

■■場
山
形
県
歯
科
医
師
会
に
所
属
す
る
実
施
医

療
機
関　

■■対
今
年
度
中
に
20
歳
・
30
歳
・
40

歳
・
50
歳
・
60
歳
・
70
歳
に
な
る
方
（
40
歳

総
合
健
診
で
受
診
予
定
の
方
は
除
く
）　

■■内

問
診
、
歯
周
組
織
検
査　

■■費
１
、
５
０
０
円

（
70
歳
は
無
料
。
生
活
保
護
・
市
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
に
減
免
制
度
あ
り
〈
要
事
前
申

請
〉）　

■■持
受
診
券　

■■問
健
康

課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
25
‐

２
７
３
１
ま
た
は
各
地
域
庁

舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎

は
地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ

■■他
医
療
機
関
に
要
予
約

熱
中
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

　

熱
中
症
の
予
防
に
は
水
分
補
給
と
暑
さ
を

避
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

▼
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
し
ま
し
ょ
う　

の

ど
が
渇
い
て
い
な
く
て
も
、
こ
ま
め
に
水
分

補
給
・
た
く
さ
ん
汗
を
か
い
た
と
き
は
、
塩

分
も
摂
取

▼
暑
さ
を
避
け
ま
し
ょ
う
　
涼
し
い
服
装
で

過
ご
し
、
外
出
時
に
は
日
傘
や
帽
子
を
着
用

▼
冷
房
や
扇
風
機
を
上
手
に
使
い
ま
し
ょ
う

室
内
で
の
熱
中
症
を
防
ぐ
た
め
に
我
慢
せ
ず

エ
ア
コ
ン
や
扇
風
機
を
利
用
し
、
適
切
な
温

度
に
調
整

■■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
35
‐
０
１
４

６

　令和７年10月５日執行の鶴岡市長選挙及び鶴岡市議会議員選挙の立候補予定者を対象とした説明会を開
催します。立候補を予定している方は必ず出席してください（代理出席可・１陣営２人まで）。

鶴岡市平和都市宣言

　世界の恒久平和実現は、人類共通の願いです。
　しかし、いまなお武力紛争等により尊い生命が
奪われ、世界の平和に大きな脅威がもたらされて
います。世界唯一の被爆国である日本に住む私た
ちは、核兵器をはじめとする大量破壊兵器の速や
かな廃絶を訴えます。
　私たち鶴岡市民は戦争のない永遠の平和と文
化の構築を強く決意し、ここに「平和都市」を宣
言します。
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推
進
課
）
へ

き
も
ち
が
楽
に
な
る
訪
問
型
在

宅
介
護
サ
ポ
ー
ト

　

在
宅
で
介
護
を
さ
れ
て
い
る
家
族
に
、
医

療
、
介
護
の
専
門
職
が
介
護
や
看
護
に
関
す

る
情
報
提
供
や
相
談
等
を
行
い
ま
す
。

■■
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
、

訪
問
看
護
、
訪
問
介
護　

■■対
次
の
①
②
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
高
齢
者
等
を
在
宅
で
介

護
す
る
家
族　

①
介
護
認
定
を
申
請
し
て
い

な
い　

②
介
護
認
定
を
申
請
し
て
い
る
が
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
未
利
用
（
福
祉
用
具
貸
与
、

特
定
福
祉
用
具
販
売
及
び
住
宅
改
修
を
除

く
）　

■■
利
用
回
数
・
期
間　

介
護
者
１
人

に
つ
き
４
回
（
初
回
利
用
か
ら
１
か
月
間
）　

■■申
本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２

７
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝

日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ　

■■他
要

事
前
相
談

困
り
ご
と
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

民
生
委
員
・
児
童
委
員
委
嘱
の
お
知
ら
せ

　

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▽
櫛
引
地
域
…
今
野
修
一（
中
田
・
常
盤
木
）　

■■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２
５
２

国
民
健
康
保
険
証･

資
格
確
認
書･

資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
証
、
資
格

確
認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
○木
で
す
。
期
限
の
切
れ
た
保

険
証
・
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の
お
知
ら

せ
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
８
月
１
日
○金
か
ら
使
用
す
る
証
　
▽
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
と
し
て
利
用
登

録
し
て
い
な
い
方
は
「
資
格
確
認
書
」　

▽

利
用
登
録
し
て
い
る
方
は
「
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
」
と
な
り
ま
す
。
保
険
証
の
発
行
は

令
和
６
年
12
月
で
終
了
し
ま
し
た
（
有
効
期

限
ま
で
は
使
え
ま
す
）。

▼
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
は

別
々
の
封
筒
で
送
付
し
ま
す
　
８
月
１
日
○金

か
ら
使
用
す
る
資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
は
世
帯
主
宛
に
家
族
分
を
ま
と
め

て
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
な
お
、
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
の
分
が

届
い
た
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

保
険
証
利
用
登
録
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国

民
健
康
保
険
を
や
め
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
資
格
確
認
書
等
の
受
け
取
り
方
の
変
更

本
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民

福
祉
課（
朝
日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り
推
進
課
）

の
窓
口
で
受
け
取
り
た
い
場
合
や
、
世
帯
主

以
外
の
宛
名
で
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

７
月
15
日
○火
ま
で
届
出
が
必
要
で
す
。

▼
新
し
い
資
格
確
認
書
等
の
有
効
期
限
　
令

和
８
年
７
月
31
日
○金
（
た
だ
し
、
令
和
８
年

７
月
31
日
ま
で
に
70
歳
に
な
る
方
と
75
歳
に

な
る
方
は
、
自
己
負
担
割
合
の
変
更
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
制
度
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、

有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
。
期
限
が
切
れ
る

前
に
、
改
め
て
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
の
い
ず
れ
か
を
送
付
し
ま
す
）

▼
介
護
施
設
入
所
者
や
寝
た
き
り
等
の
方

医
療
・
年
金

令
和
７
年
度
の
介
護
保
険
料
が

決
定
し
ま
し
た

　

７
月
14
日
○月
に
令
和
７
年
度
介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
保
険
料
の
決

定
方
法
等
は
同
通
知
書
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
に
は
、
は
が
き
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■■対
65
歳
以
上
の
方　

■■
納
付
方
法　

▽
特
別

徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引
き
）
…
一
定
の
条

件
を
満
た
し
た
方
は
、
年
金
支
給
月
（
４
月

・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12
月
、
来
年
２

月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き　

▽
普
通
徴

収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
…
同
通
知

書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口
座
振
替
で

納
付
。
納
期
は
年
８
回
（
７
月
～
来
年
２
月

の
毎
月
）
で
す　

■■問
納
付
の
相
談
…
本
所
納

税
課
☎
35
‐
１
１
８
３　

賦
課
内
容
…
本
所

長
寿
介
護
課
☎
35
‐
１
２
８
９
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は
地
域
づ

く
り
推
進
課
）
へ　

■■他
特
別
徴
収
か
ら
普
通

徴
収
へ
の
切
替
え
は
不
可

介
護
保
険
負
担
割
合
証
が

更
新
さ
れ
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担
割
合
証
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
○木
で
す
。
８
月
１
日

○金
か
ら
使
用
す
る
負
担
割
合
証
は
、
白
い
圧

着
は
が
き
で
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

届
い
た
ら
必
ず
開
い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

期
限
の
切
れ
た
負
担
割
合
証
は
、
破
棄
す

る
か
、
本
所
長
寿
介
護
課
ま
た
は
各
地
域
庁

舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り

推
進
課
）
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

■■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
35
‐
１
２
８
９
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は

地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ

介
護
保
険
の
負
担
限
度
額
認
定
証
・

軽
減
確
認
証
の
更
新
時
期
で
す

　

認
定
証
、
確
認
証
を
お
持
ち
の
方
に
申
請

書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
手
続
き
が
遅
れ

る
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
助
成
が
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。
昨
年
度
該
当
し
な
か
っ
た
方
で

も
、
今
年
の
８
月
１
日
以
降
に
要
件
を
満
た

せ
ば
、
認
定
証
、
確
認
証
の
交
付
対
象
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
新
た
に
交
付
を
受
け

た
い
方
は
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
35
‐
１
２
７
７
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝

日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り
推
進
課
）

へ
家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

■■対
要
介
護
３
以
上
（
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方

を
含
む
）
で
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
１
年

間
利
用
し
て
い
な
い
（
福
祉
用
具
貸
与
、
特

定
福
祉
用
具
販
売
、
住
宅
改
修
及
び
年
間
10

日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
を
除
く
）
寝

た
き
り
高
齢
者
等
を
、
１
年
以
上
継
続
し
て

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
方　

■■
支
給
額　

10

万
円　

■■持
介
護
者
名
義
の
市
内
金
融
機
関
の

通
帳　

■■申
７
月
１
日
○火
～
31
日
○木
に
各
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所
地
域
包
括
ケ
ア

推
進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
ま
た
は
各
地
域
庁

舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り
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マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
た
方
も
、
資
格
確
認
書

の
交
付
を
申
請
で
き
ま
す
（
代
理
申
請
可
）。

■■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は

地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ　

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○木
で
す
。

７
月
上
旬
に
更
新
案
内
・
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
８
月
以
降
も
必
要
な
方
は
忘
れ

ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
期
間　

７
月
１
日
○火
～
11
日
○金　

■■持
申
請
書
、
対
象
者
の
保
険
証
ま
た
は
資
格

確
認
書
・
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
（
現
在
の

負
担
区
分
が
「
区
分
オ
」
ま
た
は
「
区
分
Ⅱ
」

の
方
で
、
長
期
入
院
〈
１
年
間
で
91
日
以
上

の
入
院
〉
に
該
当
す
る
方
は
、
入
院
を
証
明

す
る
書
類
〈
領
収
書
等
〉
も
必
要
）、
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書

　　

認
定
証
が
な
い
場
合
で
も
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
支
払
っ

た
医
療
費
（
食
事
代
を
除
く
）
は
、
高
額
療

養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
者
に
は

診
療
月
の
２
か
月
～
３
か
月
後
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
必
要
な
書
類
を
お
持
ち
の
上
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

■■申
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は

地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ　

■■他
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
と
し
て
利
用
登
録
を
し

て
い
る
場
合
、
医
療
機
関
で
の
限
度
額
認
定

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

証
の
提
示
が
不
要
の
場
合
あ
り

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書

を
送
付
し
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
、

資
格
確
認
書
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○木
で

す
。
８
月
１
日
○金
か
ら
使
用
す
る
資
格
確
認

書
は
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
期
限
の

切
れ
た
も
の
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
ま
で
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
お
持
ち

だ
っ
た
方
に
は
、
限
度
区
分
を
記
載
し
た
資

格
確
認
書
を
送
付
し
ま
す
。

■■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は

地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ　

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証（
長
期
入
院
）を
お
持
ち
の
方
へ

　

現
在
の
負
担
区
分
が
「
区
分
Ⅱ
」
で
長
期

入
院
に
該
当
し
、
更
新
手
続
き
が
必
要
な
方

に
は
、
６
月
上
旬
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま

し
た
。
８
月
以
降
も
必
要
な
方
は
忘
れ
ず
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は

地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

令
和
７
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
令
和
６
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算

さ
れ
ま
す
。

■■
発
送
日　

７
月
15
日
○火　

■■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引
き
）
…
一

定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、
原
則
、
年
金

支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12

月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）

…
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口

座
振
替
で
納
付
。
納
期
は
年
８
回
（
７
月
～

来
年
２
月
の
毎
月
）
で
す　

■■問
本
所
国
保
年

金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り
推

進
課
）
へ

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

の
が
難
し
い
方
へ

　

失
業
や
所
得
の
減
少
な
ど
の
経
済
的
な
理

由
で
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
本
人
が
申
請
す
る
こ
と
で
、
納
付

が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
ま
す
（
学
生
は
学

生
納
付
特
例
制
度
の
対
象
）。

▼
退
職
・
失
業
に
よ
る
特
例　

退
職
や
失
業

し
た
方
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
確
認
印
の
あ

る
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
を
添
付
し
て
申
請
す
る

と
、
本
人
の
前
年
所
得
が
審
査
の
対
象
外
と

な
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請　

必
ず
前
年
所
得
の
申
告
を
済
ま
せ

て
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
配
偶
者
、
世

帯
主
も
同
様
）。
今
年
度
分
（
７
月
～
来
年

６
月
の
納
付
保
険
料
が
対
象
）
は
、
７
月
１

日
○火
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。

▼
免
除
・
納
付
猶
予
期
間
の
保
険
料
追
納

10
年
前
ま
で
遡
っ
て
追
納
で
き
ま
す
が
、
免

除
・
納
付
猶
予
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
、
加
算

金
が
付
き
ま
す
。

■■申
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
４
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
（
朝
日
庁

舎
は
地
域
づ
く
り
推
進
課
）
へ

■■他
HP国

民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す

■■
発
送
日　

７
月
15
日
○火　

■■対
世
帯
内
に
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
主
の
方　

■■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、

年
金
支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月

・
12
月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引

き　

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
）
…
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た

は
口
座
振
替
で
納
付
。
納
期
は
年
９
回
（
７

月
～
来
年
３
月
の
毎
月
）
で
す　

■■問
本
所
課

税
課
☎
35
‐
１
１
７
６　

■■他
納
税
通
知
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
加
入
者
、
所
得
等
の
内
容

を
ご
確
認
く
だ
さ
い

小
・
中
学
生
の
税
に
関
す
る

標
語
と
作
文
を
募
集
し
ま
す

▼
標
語　

■■対
小
学
生　

■■内
税
金
全
般
、
納
税

の
大
切
さ
、
納
期
限
を
守
る
こ
と
等
（
１
人

２
点
以
内
）

▼
作
文　

■■対
中
学
生　

■■内
税
に
関
す
る
テ
ー

マ
で
あ
れ
ば
自
由
（
１
人
１
編
。
１
、
２
０

０
字
以
内
） 税

・
生
活
・
そ
の
他
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▼
共
通　

■■申
８
月
29
日
○金
ま
で
本
所
納
税
課

☎
35
‐
１
１
８
３
へ　

■■他
入
賞
者
に
賞
状
と

副
賞
を
贈
呈

市
税
等
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た

動
産
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

■■
公
売
方
法　

Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
の
シ
ス
テ
ム
で
の
競
り
売
り　

■■
参
加
申

込
み
期
間　

７
月
11
日
○金
午
後
１
時
～
29
日

○火
午
後
11
時　

■■
入
札
期
間　　

8
月
5
日
○火

午
後
１
時
～
８
月
7
日
○木
午
後
11
時　

■■問
本

所
納
税
課
☎
26
‐
０
２
０
８　

■■他
滞
納
税
が

納
め
ら
れ
た
場
合
、
中
止
に
な
る
動
産
あ
り

川
端
通
り
が
７
月
30
日
○水
か
ら

対
面
通
行
に
な
り
ま
す

　　

川
端
通
り
の
一
方
通
行
規
制
を
７
月
30
日

○水
午
前
10
時
に
解
除
し
ま
す
。
十
分
に
注
意

し
て
通
行
し
て
く
だ
さ
い
。　

■■問
鶴
岡
警
察
署
☎
28
‐
０
1
１
0

ま
た
は
本
所
土
木
課
☎
35
‐
１
3

８
５
へ

市
民
の
皆
さ
ん
が
行
う
ま
ち
づ

く
り
活
動
を
支
援
し
ま
す

　

市
民
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
や
行
政
と
の
協

働
事
業
の
活
動
費
に
補
助
し
ま
す
。

■■
対
象
事
業
　
▽
基
本
コ
ー
ス
・
チ
ャ
レ
ン

ジ
コ
ー
ス
…
鶴
岡
ら
し
さ
、
地
域
特
性
を
生

か
し
た
ま
ち
づ
く
り
活
動　

▽
学
生
コ
ー
ス

…
学
生
が
自
発
的
に
行
う
地
域
に
つ
い
て
の

学
び
、
ま
た
は
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
活

動　

▽
パ
ー
ト
ナ
ー
コ
ー
ス
…
市
施
設
の
整

備
・
修
繕
や
市
管
理
用
地
の
利
活
用　

■■
補

助
対
象
経
費　

講
師
へ
の
謝
礼
、
資
料
印
刷

代
、
イ
ベ
ン
ト
保
険
料
等
（
コ
ー
ス
に
よ
っ

て
上
限
額
が
変
動
）　

■■申
▽
基
本
コ
ー
ス
・

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ス
…
７
月
１
日
○火
～
31
日

○木　

▽
学
生
・
パ
ー
ト
ナ
ー
コ
ー
ス
…
来
年

１
月
30
日
○金
ま
で
本
所
地
域
振
興
課
☎
35
‐

１
１
９
１
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
総
務
企
画
課

（
朝
日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り
推
進

課
）
へ　

■■他
要
事
前
相
談

家
賃
や
引
っ
越
し
費
用
を
補
助
し
ま
す

鶴
岡
市
結
婚
新
生
活
支
援

■■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
世
帯　

①
令
和
７

年
１
月
１
日
～
８
年
３
月
31
日
に
婚
姻　

②

住
宅
が
市
内
に
あ
り
、
夫
婦
ま
た
は
そ
の
一

方
の
住
民
票
の
住
所
が
当
該
住
宅
の
住
所
で

あ
る　

③
夫
婦
の
合
計
所
得
が
５
０
０
万
円

未
満　

④
市
税
等
の
滞
納
が
な
い　

■■
対
象

経
費　

住
宅
賃
貸
費
用
（
家
賃
、
敷
金
、
礼

金
、
共
益
費
、
仲
介
手
数
料
）
及
び
引
っ
越

し
費
用　

■■
補
助
上
限
額　

夫
婦
と
も
に
39

歳
以
下
の
世
帯
…
上
限
30
万
円　

夫
婦
と
も

に
29
歳
以
下
の
世
帯
…
上
限
60
万
円　

■■申
７

月
１
日
○火
～
来
年
３
月
31
日
○火
に

本
所
地
域
振
興
課
☎
35
‐
１
１
９

１
へ人

権
に
関
す
る
相
談
は
次
の

方
に
！

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。（
敬
称
略
）

▽
加
藤
孝
夫　

▽
地
主
幸
平　

▽
庄
司
敏
明　

▽
中
野
恵　

▽
今
野
和
惠　

▽
金
内
淳　

▽

齋
藤
将　

▽
五
十
嵐
礼
子　

▽
渡
會
悟　

▽

五
十
嵐
司　

▽
押
井
五
月　

▽
小
鷹
真
也

▽
叶
野
勉　

▽
成
澤
浩
亮　

▽
田
村
廣
実

▽
加
藤
星　

▽
加
藤
完
治　

▽
五
十
嵐
順
子　

▽
五
十
嵐
一
明　

▽
蓮
池
昇　

▽
平
藤
博
巳　

▽
土
田
浩
和　

▽
佐
藤
利
浩　

▽
齋
藤
元
雄　

▽
清
野
美
智
子　

▽
佐
藤
由
美　

▽
相
澤
康

夫　

▽
五
十
嵐
真
弓

■■問
法
務
局
鶴
岡
支
局
☎
22
‐
１
０
０
３
ま
た

は
本
所
市
民
課
☎
35
‐
１
１
９
４
へ

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

７
月
は
〝
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
〟
強

調
月
間
で
す
。
市
で
は
「
鶴
岡
市
再
犯
防
止

推
進
計
画
」
に
基
づ
き
、「
み
ん
な
で
支
え

あ
い
、
誰
一
人
取
り
残
さ
ず
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
の
実
現
」
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

更
生
保
護
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪
や

非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
い
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

■■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２

５
２最

優
秀
作
品
は
市
内
各
所
に
掲
示
し
ま
す

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
募
集

■■
テ
ー
マ　

交
通
事
故
防
止
を
呼
び
掛
け
る

も
の
、
交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
の
重
要
性
を

訴
え
る
も
の　

■■
部
門　

小
学
生
の
部
、
一

般
の
部
（
中
学
生
以
上
）　

■■
規
定　

１
人

１
点
で
著
作
権
に
抵
触
せ
ず
、
自
作
未
発
表

の
も
の
、
交
通
安
全
を
啓
発
す
る
標
語
の
記

載
が
あ
る
も
の　

■■
規
格　

四
つ
切
り
サ
イ

ズ　

■■
各
賞　

最
優
秀
賞
１
点
、
優
秀
賞
・

佳
作
数
点　

■■申
作
品
の
裏
に
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
記
載
し
、
８
月
29
日
○金

ま
で
直
接
ま
た
は
郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）

で
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４
へ

〝
明
る
い
や
ま
が
た
〟

夏
の
安
全
県
民
運
動

　

夏
は
、
長
期
休
暇
や
レ
ジ
ャ
ー
、
暑
さ
に

よ
る
気
の
ゆ
る
み
等
か
ら
、
交
通
事
故
や
青

少
年
の
非
行
等
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
事
故
等
を
防
止
す
る
た
め
、

運
動
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■■
実
施
期
間　

７
月
22
日
○火
～
８
月
21
日
○木

■■
重
点　

▽
青
少
年
の
健
全
育
成
と
い
じ
め

・
非
行
防
止　

▽
子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止
、
飲
酒
運
転
の
撲
滅　

▽
海
・
山
・

川
で
の
事
故
防
止　

▽
身
近
な
犯
罪
等
の
防

止　

■■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

　

夏
の
身
近
な
風
物
詩
の
お
も
ち
ゃ
花
火
。

お
も
ち
ゃ
と
は
い
え
、
原
料
は
火
薬
で
す
。

安
全
に
楽
し
む
た
め
、
注
意
書
や
使
用
法
を

よ
く
読
み
次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
花
火
を
人
や
家
に
向
け
な
い　

▽
燃
え
や

す
い
物
の
近
く
で
遊
ば
な
い　

▽
風
が
強
い

と
き
は
花
火
を
し
な
い　

▽
水
が
入
っ
た
バ

ケ
ツ
を
用
意
す
る　

▽
大
人
と
一
緒
に
遊
ぶ　

▽
花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
一
度
に
た
く
さ
ん

の
花
火
に
火
を
つ
け
な
い　

▽
花
火
の
筒
先

に
顔
や
手
を
近
づ
け
な
い　

▽
服
に
火
が
つ

か
な
い
よ
う
注
意
す
る　

■■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

ＣＭ動画

■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ
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鶴
岡
市
小
規
模
修
理
修
繕
契
約

希
望
者
登
録
制
度
の
ご
案
内

　

同
制
度
は
、
市
内
の
小
規
模
事
業
者
の
受

注
機
会
を
拡
大
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。
登

録
の
あ
る
事
業
者
は
、
市
が
発
注
す
る
小
規

模
な
修
理
修
繕
の
際
、
業
者
選
定
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

■■
小
規
模
な
修
理
修
繕　

内
容
が
軽
易
か
つ

実
施
が
容
易
で
あ
り
、
契
約
予
定
金
額
が
50

万
円
以
下
の
も
の　

■■対
鶴
岡
市
競
争
入
札
参

加
資
格
者
名
簿
（
建
設
工
事
）
に
登
載
さ
れ

て
い
な
い
市
内
事
業
者　

■■申
本
所
契
約
管
財

課
☎
35
‐
１
１
５
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
総

務
企
画
課
（
朝
日
庁
舎
は
地
域
づ
く
り
推
進

課
）
に
申
請
書
類
を
提
出　

■■他
市

HP
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る

病
害
虫
防
除
作
業
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

７
月
上
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
、
無
人
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る
農
作
物
の
病
害
虫
防

除
作
業
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
事
故
防
止
の
た

め
、
作
業
中
の
農
地
に
は
絶
対
に
近
寄
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。
風
の
な
い
早
朝
や
夕
方
に

作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

焼
畑
な
ど
で
土
地
に
火
入
れ
を

す
る
と
き
は
市
へ
の
届
け
出
を

　

申
請
書
に
実
施
地
の
見
取
り
図
を
添
付
し

て
、
実
施
日
の
７
日
前
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
火
入
れ
従
事
者
数
や
防
火
帯
の
幅

等
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
事

前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ　

■■他
申

請
書
は
市
役
所
本
所
、
各
地
域
庁
舎
及
び
一

部
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
設
置

７
月
６
日
は

「
庄
内
砂
丘
メ
ロ
ン
の
日
」

　

庄
内
砂
丘
メ
ロ
ン
は
、
全
国
各
地
に
約
２
、

５
０
０
ｔ
を
出
荷
す
る
鶴
岡
市
の
特
産
品
で

す
。収
穫
の
最
盛
期
が
７
月
で
、数
字
の「
６
」

が
メ
ロ
ン
の
形
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市

で
は
７
月
６
日
を
「
庄

内
砂
丘
メ
ロ
ン
の
日
」

と
し
て
い
ま
す
。
甘
く

て
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
庄
内

砂
丘
メ
ロ
ン
を
ぜ
ひ
ご

堪た
ん
の
う能
く
だ
さ
い
。　

■■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐

１
２
９
６

生
ご
み
の
水
切
り
に　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

生
ご
み
の
80
％
が
水
分
で
す
。
ご
み
の
水

分
量
が
多
く
な
る
と
、
焼
却
す
る
際
に
多
く

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な
り
、
二
酸
化
炭

素
の
排
出
量
が
多
く
な
り
ま
す
。
生
ご
み
は
、

ご
み
袋
に
入
れ
る
前
に
一
絞
り
す
る
だ
け
で

水
分
が
減
り
、
持
ち
運
び
が
楽
に
な
り
、
悪

臭
の
防
止
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

■■問
環
境
政
策
課
（
つ
る
お
か
エ
コ

フ
ァ
イ
ア
内
）
☎
22
‐
２
８
４
８

　

#89
 

「
鶴
岡
市
役
所
内
で
写
真
展
を
開
催
す
る

ス
ペ
ー
ス
を
貸
し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し

ょ
う
か
？
」
市
内
の
中
学
生
か
ら
そ
ん
な

お
手
紙
を
頂
い
た
の
は
、
本
格
的
な
冬
が

始
ま
ろ
う
と
す
る
昨
年
の
12
月
の
こ
と
だ

っ
た
。

　

あ
れ
か
ら
半
年
が
た
っ
た
６
月
。
こ
の

時
期
は
全
国
市
長
会
や
中
央
省
庁
へ
の
要

望
活
動
で
上
京
す
る
こ
と
が
多
い
。
か
つ

て
勤
務
し
て
い
た
農
林
水
産
省
で
は
、
昔

の
同
僚
、
先
輩
た
ち
が
米
価
高
騰
の
中
で

の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
た
。
消
費
者
と
生

産
者
が
末
永
く
良
好
な
関
係
を
保
つ
た
め

に
も
、
今
こ
そ
持
続
可
能
な
農
業
・
農
村

の
議
論
を
前
進
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
内

閣
官
房
で
は「
ふ
る
さ
と
住
民
登
録
制
度
」

に
つ
い
て
情
報
収
集
。
都
市
部
な
ど
の
住

民
が
、
何
ら
か
の
形
で
地
方
・
地
域
に
関

わ
る
「
関
係
人
口
」
を
更
に
増
や
す
と
い

う
。
本
市
も
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
施
策
に
思
い
を
巡

ら
せ
た
。

　

上
京
し
た
際
に
は
、
時
間
の
合
間
に
、

鶴
岡
市
役
所
か
ら
中
央
省
庁
な
ど
に
出
向

し
て
い
る
職
員
を
訪
問
す
る
よ
う
に
し
て

い
る
。
こ
ど
も
家
庭
庁
、
内
閣
官
房
新
し

い
地
方
経
済
・
生
活
環
境
創
生
本
部
事
務

局
、
一
般
財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ

ー
、
そ
こ
で
働
く
3
人
の
職
員
に
お
会
い

し
た
。「
ち
ゃ
ん
と
ご
飯
食
べ
て
る
？
」、

つ
い
父
親
の
よ
う
な
言
葉
が
出
て
し
ま
う
。

新
し
い
職
場
で
経
験
を
積
ん
で
、
故
郷
の

た
め
に
頑
張
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

様
子
、
近
況
を
確
認
し
て
帰
路
に
就
い
た
。

　

昨
年
12
月
に
お
手
紙
を
頂
い
た
彼
女
か

ら
、
再
び
お
手
紙
を
頂
い
た
。
写
真
展
が

開
催
で
き
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が

丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
た
。

　

写
真
展
は
、
春
休
み
の
時
期
か
ら
鶴
岡

ま
ち
な
か
キ
ネ
マ
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

中
学
２
年
生
の
と
き
に
訪
問
し
た
ポ
ー
ラ

ン
ド
。
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
が
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
た
。
中
学
生
の
私
か
ら
見
た
世
界
、

難
し
い
テ
ー
マ
を
中
学
生
の
視
点
で
、
そ

し
て
写
真
展
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
意
志
の
力

に
心
を
動
か
さ
れ
た
。

　

令
和
2
年
２
月
号
の
本
欄
で『
夜
と
霧
』

の
作
者
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
こ
と
を
取
り
上

げ
た
。
今
年
は
戦
後
80
年
の
節
目
の
年
で

あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
ル
は

１
９
４
２
年
、
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
る
。

１
９
４
５
年
に
解
放
さ
れ
る
も
妻
や
両
親

を
失
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
う
ち
ひ
し

が
れ
る
。
そ
れ
で
も
人
生
に
イ
エ
ス
と
言

お
う
。
フ
ラ
ン
ク
ル
に
再
び
大
き
な
注
目

が
集
ま
っ
た
の
は
東
日
本
大
震
災
の
際
、

困
難
の
中
で
希
望
の
光
を
見
い
だ
そ
う
と

す
る
、
そ
ん
な
時
代
の
中
で
あ
っ
た
。

　

写
真
展
を
開
催
し
た
彼
女
、
中
学
３
年

生
と
な
っ
た
石
塚
桃
心
さ
ん
。
彼
女
を
現

地
に
向
か
わ
せ
写
真
を
通
し
て
伝
え
よ
う

と
さ
せ
た
、
そ
の
思
い
は
ど
こ
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　

私
は
大
学
時
代
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
人

生
が
待
っ
て
い
る
の
か
、
思
い
悩
ん
だ
時

期
が
あ
っ
た
。
人
は
生
き
て
い
れ
ば
様
々

な
困
難
に
ぶ
つ
か
る
。「
ど
ん
な
人
生
に

も
意
味
が
あ
る
」、「
人
生
の
目
標
や
、何
を

な
す
べ
き
か
悩
む
必
要
は
本
当
は
な
い
」、

「
全
て
の
人
は
、
生
き
て
い
る
中
で
、
そ

の
人
生
か
ら
発
せ
ら
れ
る
問
い
を
発
見
し
、

毎
日
誠
実
に
答
え
て
い
け
ば
い
い
の
だ
」。

フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
葉
が
も
っ
と
多
く
の
人

に
広
ま
り
、
届
い
て
ほ
し
い
。
い
つ
の
時

代
も
人
生
に
は
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。
平

和
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
毎
日

誠
実
に
歩
ん
で
い
く
、
そ
ん
な
夏
に
な
っ

て
ほ
し
い
。

■■日＝日時・期日・期間　■■時＝時間　■■場＝場所・会場　■■定＝定員　■■対＝対象・資格　　　　　　　　　■■内＝内容　■■師＝講師・指導　■■費＝費用・料金　■■持＝持ち物　■■申＝申込み　■■問＝問合せ　■■他＝その他　HP＝ホームページ


